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（浮世絵に描かれる北区）江戸名所年中行事 王子初午詣（うちわ絵）（初代 歌川広重 1838 年） 

    表紙の浮世絵は初春の王子稲荷社の門前をうちわ絵の画面に収めた作品です。王子稲荷社の門前を 

  参詣帰りの女性が通って行く、駕籠の上には王子土産が載っています。女性の目線の先には梅花が花 

  開き、背景の農村にも梅の香が漂うようです。（北区飛鳥山博物館所蔵） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

謹んで新年の 

      お慶びを申し上げます。 

＊２・  ５  会報第２５９号発行 

＊２・１０ 就業規則関連プレミアムセミナー  

～２６ （３支部共催、オンデマンド開催） 

＊３・１２ 第２回労務管理等実務講習会 

（３支部共催、北産連協賛） 

＊３月    第２６０号会報編集会議 

＊５月    第１回正副支部長会議・幹事会 

＊５・２３  第７回支部定期総会 

        （北とぴあ スカイホール） 
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 （２）第２５９号                                 王子労基協会報  

  年頭のご挨拶   

 

    （公社）東基連 王子労働基準協会支部長 外 山 博 光   

 

  

2025 年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

また、会員企業の皆様並びに王子労働基準監督署はじめ関係団体の方々におかれましては、旧年

中、東基連王子労働基準協会支部の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

さて、2024 年は、元日の能登地震に始まり、夏にはゲリラ豪雨や台風が頻発し猛威を振るうな

ど、全国的に甚大な被害を齎す自然災害に見舞われ、改めてその恐ろしさと、災害対策の重要性を

痛感した年でありました。こうした災害によりお亡くなりになられた方々に心よりお悔やみ申し上

げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

そして、パリでオリンピック・パラリンピックが開催され、日本人選手が多く活躍されました。

また、大リーグの大谷選手も記録的な活躍を見せ、ワールドシリーズ制覇に大きく貢献するなど、

多くの日本人が世界を舞台に大活躍した１年でもあり、我々に勇気と希望を与えてくれました。 

 

迎えた 2025 年、わが国では、育児介護休業法など、多くの法改正が予定されております。また、

マイナポータルを介した離職票の交付が開始され、雇用保険や社会保険の手続きの効率化が図ら

れ、さらには労働安全衛生法関係の提出書類の電子申請が義務化となります。 

一方で、少子高齢化の加速による労働力不足への対応も重要な課題です。シニア層の活躍、子育

てや介護と仕事の両立を目指しつつ、企業が多様な人材を受け入れ、その能力を最大限に活用でき

る環境の整備が必要となりますが、政府でも“103 万円の壁”と言われる年収額の引き上げも議論

されており、人手不足や働き控えもいくらか緩和されるものと期待されます。 

当支部としましても、こうした情勢の変化にも対応すべく、東京労働基準協会連合会本部や各支

部・関係各署と密接に連携を図りながら、会員企業の皆様のお役に立つことを基本姿勢に事業運営

を行ってまいりますので、より一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

今年は巳年です。“巳年”は、努力を重ね、物事を安定させていくという意味合いを持ち、“巳”

を“実”にかけ、「実を結ぶ年」と言われます。皆様にとりまして、健康で多くの実りがある一年

となりますよう祈念申し上げまして、新年のご挨拶と致します。 
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 新年のご挨拶 

 

王子労働基準監督署長 高 橋 英 雄 

 

 新年あけましておめでとうございます。 

公益社団法人東京労働基準協会連合会王子労働基準協会支部並びに会員事業場の皆さまには、日

頃より当署の行政運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

経済活動をはじめ様々な場面で大きな影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症が５類に分類

されてから 1 年半が経過し、景気は一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復してきております。 

 労働基準行政として当署の主な役割は、改正労基法等に基づく長時間労働の是正や賃金など労働

条件の確保、労働者の健康と安全の確保、労災保険の適正・迅速な給付であり、本年もこれらの行

政課題に取り組んでいきます。 

働き方改革につきましては、長時間労働が懸念される企業等への監督指導等により働き方改革の

推進と定着を図っていきます。昨年 4 月より、時間外労働の上限規制が適用になった建設業や自

動車運転者については工事発注者や荷主を含めた取組を行い、医師については法令の周知・支援を

進めていきます。 

また、昨年 10 月には最低賃金が改定され、時間当たり 1,163 円となっておりますところ、最

低賃金の遵守・徹底を図るための監督指導のほか、中小事業主の皆さま向けの支援策として設けら

れた業務改善助成金の利活用を促すなど、最低賃金確保に取り組んでいきます。 

 一方、労働災害に目を向けてみますと、当署管内における令和６年の死傷災害は 12 月末時点の

速報値で２２３件と大幅に増加した前年の同期と比較し更に 7.７％の大幅な増加となっておりま

す。当署としましても災害の増加傾向を減少傾向に転換すべく取組を進めていきますので、会員事

業場の皆様におかれましても災害防止のための法令上必要な措置をご確認いただきますとともに、

日々の業務で把握されたヒヤリ・ハットについてリスクアセスメントを実施し、災害リスクの低減

化を図っていただきますようお願い申し上げます。 

令和 7 年も王子労働基準監督署では、職員一同、一丸となって、管内事業場における適正な労

務管理の確保や管内事業場にお勤めの労働者の方々が安全に健康で働けますよう行政運営に努め

ていきますが、その取組には王子基準協会支部の会員事業場の皆様との一層の連携が必要不可欠な

ものと考えております。引き続き貴支部並びに会員事業場の皆様のご理解、ご協力を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

 末筆となりますが、貴支部及び会員事業場の皆様の益々の御発展とご健勝を祈念いたしまして、

新年のご挨拶とさせていただきます。 
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令和６年度 安全衛生表彰式 
 

 

                                令和６年１１月２６日（火）、令和６

年度の安全衛生表彰式が北区赤羽会館

小ホールにて開催されました。 

 本年度も表彰式と併せ、東京産業保健

総合支援センター産業保健専門職上田

生子氏をお招きし特別講演を実施して

の開催となりました。 

主催者である王子労働基準監督署高

橋署長、（公社）東基連王子労働基準協会

支部外山支部長、建設業労働災害防止協 

                                 

会東京支部北分会越野分会長の挨拶の後、表彰式が執り行われました。 

この表彰式は北区内の事業場における産業安全活動の活性化と労働衛生 

管理の充実を図る目的で毎年開催されているもので、本年度も安全衛生管 

理の推進に実績のあった、８事業場、並びに個人２名の方が表彰されまし 

た。 

いずれの事業場でも地道な安全衛生管理活動が積上げ・継続されており、 

今回の表彰となったものでした。表彰された事業場並びに個人の皆様方に 

は今後も安全衛生管理活動の更なる向上に寄与されることをお願い申し上 

げます。 

○表彰受賞者は次の方々です。 

王子労働基準監督署長賞 

    事業場賞 大同特殊鋼株式会社 王子工場 

          東京下水道サービス株式会社  施設部  

西部第二センター 浮間保全事業所                     

    個人賞  田嶋建設株式会社 東京支店   

                      高橋 文男 氏 

（公社）東基連 王子労働基準協会支部長賞  

    事業場賞 株式会社赤羽金属製作所  

           株式会社日刊スポーツ PRESS 王子工場  

          株式会社なとり 

          川田建設株式会社  

          TOPPAN クロレ株式会社 

    個人賞   東都交通株式会社       眞下 初男 氏         

建設業労働災害防止協会東京支部北分会長賞 

     事業場賞  田中電設株式会社 

 

 

 

 
主催者と表彰された皆様 

 
王子労働基準監督署 高橋署長 

 
王子労働基準協会支部 外山支部長 

 

 
建設業労働災害防止協会 

東京支部北分会 越野分会長 
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                  令和７年 新春賀詞交歓会  
 

令和７年新春賀詞交歓会が、１月２８日（火）午後４時より、

北とぴあ１４階（スカイホール、カナリアホール）において開催

開催されました。 

東京都北区より、やまだ区長様、東京都北区議会より大沢議                  

長様、王子労働基準監督署高橋署長様、を始めとした、多数のご

来賓、会員皆様のご出席をいただきました。 

第一部は、王子労働基準協会支部外山支部長の挨拶で始まり、

王子労働基準監督署高橋署長様、同じく横山副署長様のご挨拶

の後、デパート健康保険組合、管理栄養士八巻真理子様による特

別講演、「食べて健康！生活習慣病を防ぐ食事学」がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部懇親会は王子公共職業安定所岩附所長様、やまだ区長様、大沢区議会議長様、東基連本部、上島 

専務理事様の挨拶、ご祝辞をいただいた後、（株）リーブルテック、岡本副支部長より乾杯の発声で祝宴

となりました。その後、短い時間でしたが、途中、黒田雅晴様による江戸伝統芸能「南京玉すだれ、縁起

物の獅子舞」のご披露があるなど、ご来賓の方々、会員相互の皆様、和気藹々過ごされ、東日本旅客鉄道

（株）首都圏本部、佐藤副支部長の中締めで盛会のなか散会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
王子労働基準協会支部 外山支部長 

 
王子労働基準監督署 高橋署長様 

 
大沢 区議会議長様 

 
やまだ 北区長様 

 
江戸伝統芸能「獅子舞」 

 

 

 
王子公共職業安定所 

岩附所長様 

 
東基連 上島専務理事様 

 
乾杯 岡本副支部長 

 

 
中締め 佐藤副支部長 
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（ハローワーク王子だより） 
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 （地産保だより） 
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会 員 事 業 場 紹 介 

 

事業場名  社会保険労務士法人 

         市川・鏑木事務所 

      (旧 市川綜合経営労務事務所) 

所 在 地  東京都北区上十条 1-26-4(市川ビル) 

創  業  昭和 31 年 

事業内容  社会保険労務士業務 

      労働保険事務組合 

      建設業一人親方団体 

従業員数  6 名 

       

 

会社沿革 

 社会保険労務士制度発足に伴い、市川政雄が社会保険労務士事務所を北区十条で開業。現在まで 2 度の移

転するも十条からは離れず、少人数ながら地元北区を中心に東京及び近県の企業や個人事業の「労働保険」

「社会保険」業務のお手伝いをさせて頂いております。 

「労働災害」「労働安全衛生」「労務管理」「年金問題」に関する相談、就業規則の作成、給与計算等も行っ

てます。創業７０年近くなり、令和 5 年 2 月、社会保険労務士法人 市川・鏑木事務所に法人化しました。 

厚生労働大臣認可の労働保険事務組合「中小企業労務協力会」と建設業一人親方労災団体「東京都小規模

建設業者協会」を併設し、中小企業事業主や家族労働者、一人親方の労災特別加入の協力もさせて頂いてま

す。 

創業者の「企業と企業」「行政と企業」「人と人」の橋でありたいの理念を継承し、繋がりを大切にしつつ、

時流に対応すべく電子(申請)化に取り組んでいます。 

 

安全衛生の取り組み 

 業務的には労働安全衛生事故の処理対応が多いのですが、事故にならない為に企業の「労働安全衛生」に対す 

る相談・指導も本業の 1 つですので自社が怠ることはできません。毎年の定期健康診断の全員受診は当然に、少 

人数の同一就業場所ですので相互による毎日の健康状態チェ 

ックは容易なことと、休みやすい職場環境作りに努めています。

自社のためにも業務のためにもひとり一人が安全衛生に対する

知識を深め、法改正等を早く、正確に取り入れて企業、地域に広

めるべく努めてまいります。 

     

     

 

事務室内光景 

 
事業場光景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １１月 

 

◆１１・ ６ 会報第２５８号発行 

       （王子労働基準協会支部） 

◆１１・２６ 令和６年度安全衛生表彰式 

        （北区赤羽会館小ホール） 

１２月 

 

◆１２・５ 石綿作業主任者講習 

    ～６ （王子工業会館会議室） 

 

  

 

◆１２・１２ 第３回会報編集会議 

       （王子労働基準監督署会議室） 

 

 

１月 

 

◆ １・２８ 令和７年新春賀詞交歓会 

    （王子北とぴあ） 
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           協会だより１１月～１月の主な事業活動 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    編集後記                    

総務部会 幹事  田口久仁晴 

                                                      （株式会社 DNP 包装） 

 

   新年明けましておめでとうございます。旧年中は、会員の皆様及び王子労基支部事務局様には大変 

お世話になり、誠にありがとうございました。本年も宜しくお願い致します。 

  今回の年末年始無災害運動については「今年もやります！基本作業の徹底 年末年始も無災害」の 

スローガンのもと、各会員企業様においても施策展開されたことと思います。 

  当社においても、年末年始休暇前の機械停止安全点検及び稼働前の安全点検等行い、無事無災害で新 

年を迎えました。 

  衛生面では、昨夏の酷暑後にここ数年と違い「平年並み」な気温の冬が、ほぼ秋も無く到来して、体 

 調管理面ではかなり厳しいものとなっています。ここ数年のコロナ対策による基本的な感染対策徹底に 

より感染者数が少なかったインフルエンザについても、全国的に感染者が多く、新型コロナウィルス感 

染症についても、未だに一定数の感染者数はおり、各会員企業様においても従業員の方々の健康確保に 

おいて施策展開されていることと思います。感染者数のピークは 2月であると予測されており、しばら 

く対策期間が続きますが、まずは従業員の方々の健康確保対策を共に頑張っておこなってまいりましょう。 

  当年の労働安全衛生活動のトピックとしては、化学物質管理強調月間が 2月 1日より初めて実施され 

 ることとなります。昨年の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等により、化学物質による労働 

災害防止のための新たな規制が導入されましたが、規制の対象となる化学物質が拡大されるだけでなく、 

企業自ら使用化学物質についてリスクアセスメントを実施して、結果に基づいて必要な措置をおこなう 

という自律的な管理が基本となっています。今回の強調月間スローガン「正しく理解 正しく管理 化 

学物質と向き合おう」にもあるとおり、SDS等による危険有害性を把握してリスクアセスメントを実施 

する等着実におこない、従業員の方々の健康維持管理をおこなっていきましょう。 
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